
出典：令和２年度都道府県等高齢者住宅担当課長会議資料（国土交通省）
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出典：令和3年度居住支援法人活動支援事業の概要（国土交通省） 14



出典：令和２年度都道府県等高齢者住宅担当課長会議資料（国土交通省） 15



Ⅳ、現行計画策定後の国の動きと現状



現行計画策定後の国の動きと現状

・H28.3:住生活基本計画策定

・R3.3:住生活基本計画（全国計画）策定
⇒○多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせる

コミュニティの形成とまちづくり
（１）高齢者、障害者等が健康で安心して暮らせる住まいの確保
（２）支え合いで多世代が共生する持続可能で豊かなコミュニ

ティの形成とまちづくり
○住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備
（１）住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害者、

外国人等）の住まいの確保
（２）福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居・生活

支援

・R1.9～:社会資本整備審議会（住宅宅地分科会）にて、
住生活基本計画（全国計画）の見直しについて審議

⇒○高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けられる住生活の
実現

○住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境の整備

住生活基本計画に関する動き その他の国の動き

これまでの国の動きと現状

・H31.4:特定技能制度が創設

・H28.4:障害者差別解消法施行
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・H28.12:部落差別の解消推進に関する法律、
再犯の防止等の推進に関する法律施行

・H28.6:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律施行

R3.6:障害者差別解消法の一部を改正する法律の公布
（施行は公布の日から起算して３年を超えない範囲で政令で定める日）



現行計画策定後の国の動きと現状

R3.2.2

（１）住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害者、外国人
等）の住まいの確保

○住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の計画的な建替え等や、

バリアフリー化や長寿命化等のストック改善の推進

○公営住宅の整備・管理を進めるにあたって、地域の実情や世帯の動向等を

踏まえつつ、PPP/PFI も含め、民間事業者の様々なノウハウや技術の活用

や世帯属性に応じた住戸の供給の推進

○地方公共団体と民間団体等が連携を強化し、緊急的な状況にも対応

できるよう、セーフティネット登録住宅の活用を進め、地方公共団体のニーズ

に応じて、自立の促進に向けた福祉部局の取組とともに、家賃低廉化の

推進

○UR賃貸住宅については、現行制度となる以前からの継続居住者等の

居住の安定に配慮し、地域の実情に応じて公営住宅等の住宅セーフティ

ネットの中心的役割を補う機能も果たしてきており、多様な世帯のニーズに

応じた賃貸住宅の提供を進めるとともに、ストックの再生を推進し、多様な

世帯が安心して住み続けられる環境を整備

（２）福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居・生活支援

○国・地方それぞれにおいて、住宅・福祉部局の一体的・ワンストップ対応による

公営住宅・セーフティネット登録住宅や、住居確保給付金等の生活困窮者

自立支援、生活保護等に関する生活相談・支援体制の確保

○地方公共団体の住宅・福祉・再犯防止関係部局や、居住支援協議会、

居住支援法人等が連携して、孤独・孤立対策の観点も踏まえ、住宅確保

要配慮者に対する入居時のマッチング・相談、入居中の見守り・緊急時対応

や就労支援等の実施

○高齢者の居住を安定的に確保する観点から、賃借人の死亡時に残置物を

処理できるよう、賃貸借契約の解除と残置物の処理を内容とする契約条項

を普及啓発。外国人の入居円滑化を図る観点から、多言語の入居手続に

関する資料等を内容とするガイドライン等を周知

「居住者・コミュニティ」からの視点

目標４ 多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心
して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり

（１）高齢者、障害者等が健康で安心して暮らせる住まいの確保

○改修、住替え、バリアフリー情報の提供等、高齢期に備えた適切な住まい

選びの総合的な相談体制の推進

○エレベーターの設置を含むバリアフリー性能やヒートショック対策等の観点を

踏まえた良好な温熱環境を備えた住宅の整備、リフォームの促進

○高齢者の健康管理や遠隔地からの見守り等のためのIoT 技術等を活用

したサービスを広く一般に普及

○サービス付き高齢者向け住宅等について、自立度に応じた生活を営める

住まいとしての性格を重視して、地域の需要や医療・介護サービスの提供

体制を考慮した地方公共団体の適切な関与を通じての整備・情報開示を

推進

（２）支え合いで多世代が共生する持続可能で豊かなコミュニティの
形成とまちづくり

○住宅団地での建替えや再開発等における医療福祉施設、高齢者支援

施設、孤独・孤立対策にも資するコミュニティスペース等の生活支援や地域

交流の拠点整備など、地域で高齢者世帯が暮らしやすい環境の整備

○三世代同居や近居、身体・生活状況に応じた円滑な住替え等が行われる

とともに、家族やひとの支え合いで高齢者が健康で暮らし、多様な世代が

つながり交流する、ミクストコミュニティの形成

○地域のまちづくり方針と調和したコンパクトシティの推進とともに、建築協定や

景観協定等を活用した良好な住環境や街なみ景観の形成等により、どの

世代も安全で安心して暮らせる居住環境・住宅地を整備

目標５ 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティ
ネット機能の整備

■国の方向性（新たな住生活基本計画（R3.3策定）の概要より抜粋）
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Ⅴ、現行計画策定後の大阪府の動きと現状



現行計画策定後の大阪府の動きと現状

・H28.12:住まうビジョン・大阪、大阪府営住宅ストック総合活用計画策定
・H29.3：大阪府高齢者・障がい者住宅計画策定

・H29.12:大阪府賃貸住宅供給促進計画策定

・H31.3:第４期大阪府地域福祉支援計画策定

・R3.4：大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例
一部改正

・H30.8:大阪府高齢者・障がい者次住宅計画一部改訂
・H30.12:大阪府賃貸住宅供給促進計画一部改訂

・R3.3:大阪における今後の住宅まちづくり政策のあり方 答申
⇒○安心のくらしをつくる

・世帯の多様化や社会情勢の急激な変化に対応した住まいの
確保
・民間賃貸住宅を活用した居住の安定確保
・公的賃貸住宅ストックの有効活用
・不動産取引等における差別の解消

・H31.4:大阪府営住宅ストック総合活用計画一部改訂

・R3年度中:住まうビジョン・大阪、大阪府営住宅ストック総合活用計画、
大阪府居住安定確保計画策定予定

住宅部局の動き 他部局の動き

これまでの府の動きと現状
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・R3年度中:宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査、
大阪府人権施策推進基本方針変更予定

・H28.4:大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例策定

・R2.3:大阪府再犯防止推進計画策定

・H31.4:大阪府犯罪被害者等支援条例施行

・R2.1:大阪府犯罪被害者等支援に関する指針改訂

・R1.10：大阪府人権尊重の社会づくり条例改正
大阪府性の多様性理解増進条例施行

・R1.11：大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例施行


